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２ 歯科診療報酬点数表

項 目 現 行 改 正 案

第１章 基本診療料

第１部 初・再診料

第１節 初診料

Ａ０００ 初診料

【点数の見直し】 １ 歯科初診料 234点 237点

２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 282点 282点

【注の見直し】 注１ １については、保険医療機関において初診 注１ １については、歯科外来診療における院内

を行った場合に算定する。 感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に適合しているものとして地方厚

生局長等に届け出た保険医療機関において、

初診を行った場合に算定する。この場合にお

いて、当該届出を行っていない保険医療機関

については、226点を算定する。

【注の見直し】 注９ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注９ １及び２については、別に厚生労働大臣が

しているものとして地方厚生局長等に届け出 定める施設基準に適合しているものとして地

た保険医療機関において、歯科外来診療の総 方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい

合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を て、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の
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行った場合は、歯科外来診療環境体制加算と 体制整備に係る取組を行った場合は、それぞ

して、初診時１回を限度として25点を所定 れ歯科外来診療環境体制加算１又は歯科外来

点数に加算する。 診療環境体制加算２として、初診時１回に限

り23点又は25点を所定点数に加算する。

第２節 再診料

Ａ００２ 再診料

【点数の見直し】 １ 歯科再診料 45点 48点

２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 72点 72点

【注の見直し】 注１ １については、保険医療機関において 注１ １については、区分番号Ａ０００に掲げる

再診を行った場合に算定する。 初診料の注１に規定する歯科外来診療におけ

る院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣

が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお

いて、再診を行った場合に算定する。この場

合において、当該届出を行っていない保険医

療機関については、41点を算定する。

【注の見直し】 注８ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注９に 注８ １及び２については、区分番号Ａ０００に

規定する歯科外来診療環境体制加算に係る施 掲げる初診料の注９に規定する歯科外来診療

設基準に適合しているものとして地方厚生局 環境体制加算に係る施設基準に適合している

長等に届け出た保険医療機関において、歯科 ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医

外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備 療機関において、歯科外来診療の総合的な歯

に係る取組を行った場合は、再診時歯科外来 科医療環境の体制整備に係る取組を行った場
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診療環境体制加算として、５点を所定点数に 合は、それぞれ再診時歯科外来診療環境体制

加算する。 加算１又は再診時歯科外来診療環境体制加算

２として、３点又は５点を所定点数に加算す

る。

第２部 入院料等

第２節 入院基本料等加算

【区分の見直し】 Ａ２００～Ａ２２６ （略） Ａ２００～Ａ２２６ （略）

Ａ２２７からＡ２２７－４まで 削除 Ａ２２７からＡ２２７－４まで 削除

Ａ２２７－５ 退院支援加算 Ａ２２７－５ 入退院支援加算

Ａ２２８ 認知症ケア加算

Ａ２４０～Ａ２４５ （略） Ａ２４０～Ａ２４５ （略）

Ａ２５０ 地域歯科診療支援病院入院

加算

【注の見直し】 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保 ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、歯科訪問診療を実施して 険医療機関において、歯科訪問診療を実施して

いる別の保険医療機関で区分番号Ｃ０００に掲 いる別の保険医療機関で区分番号Ｃ０００に掲

げる歯科訪問診療料又は区分番号Ａ０００に掲 げる歯科訪問診療料又は区分番号Ａ０００に掲

げる初診料の注６若しくは区分番号Ａ００２に げる初診料の注６若しくは区分番号Ａ００２に

掲げる再診料の注４に規定する加算を算定した 掲げる再診料の注４に規定する加算を算定した

患者であって、区分番号Ｂ０００－４に掲げる 患者であって、区分番号Ｂ０００－４に掲げる

歯科疾患管理料、区分番号Ｃ００１－３に掲げ 歯科疾患管理料、区分番号Ｃ００１－３に掲げ

る歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号Ｃ００ る歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１

１－５に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテー －５に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
くう くう

ション指導管理料を入院の月又はその前月に算 ョン指導管理料又は区分番号Ｃ００１－６に掲
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定しているものについて、当該保険医療機関か げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
くう

ら文書による診療情報提供を受け、求めに応じ 指導管理料を入院の月又はその前月に算定して

て入院させた場合に、当該患者（第１節のいず いるものについて、当該保険医療機関から文書

れかの入院基本料（特別入院基本料等を含む。 による診療情報提供を受け、求めに応じて入院

）を現に算定している患者に限る。）について させた場合に、当該患者（第１節のいずれかの

、入院初日に限り所定点数に加算する。 入院基本料（特別入院基本料等を含む。）を現

に算定している患者に限る。）について、入院

初日に限り所定点数に加算する。

第３節 特定入院料

【区分の見直し】 Ａ３００～Ａ３０１ （略） Ａ３００～Ａ３０１ （略）

Ａ３０２ 削除 Ａ３０２ 小児特定集中治療室管理料

Ａ３０３～Ａ３０６ （略） Ａ３０３～Ａ３０６ （略）
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項 目 現 行 改 正 案

第２章 特掲診療料

第13部 歯科矯正

第１節 歯科矯正料

Ｎ００４ 模型調製（１組につき）

【注の見直し】 注１ １については、歯科矯正を開始したとき、 注１ １については、歯科矯正を開始するとき、

動的処置を開始したとき、マルチブラケット 動的処置を開始するとき、マルチブラケット

法を開始したとき、顎離断等の手術を開始し 法を開始するとき、顎離断等の手術を開始す

たとき及び保定を開始したときに、それぞれ るとき及び保定を開始するときに、それぞれ

１回を限度として算定する。 １回に限り算定する。

【新設】 （新設） Ｎ０１２－２ スライディングプレート（１装置

につき） 1,500点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

Ｎ０１３ リトラクター（１装置につ

き）

【注の見直し】 注 スライディングプレートを製作した場合は、 注 スライディングプレートを製作した場合は、

1,500点（保険医療材料料等を含む。）を所定 1,500点（保険医療材料料等を含む。）を所定

点数に加算する。 点数に加算する。ただし、この場合において、

区分番号Ｎ０１２－２に掲げるスライディング



歯科－歯科矯正－2/2

プレートは別に算定できない。

【新設】 （新設） Ｎ０１４－２ 牽引装置（１歯につき） 500点
けん

注１ 区分番号Ｊ０４４－２に掲げる埋伏歯開窓

術を行った歯に対し牽引装置を装着した場合
けん

に算定する。

注２ 区分番号Ｎ０２２に掲げるダイレクトボン

ドブラケットは所定点数に含まれ別に算定で

きない。

注３ 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。




